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【資料１】 
平成 25年 10月 15日 

 

マイホーム借上げ制度の利用、導入について 

 
■所有者のメリット・デメリット■ 
 
01)空家を資産化する手法を知る 
02)高耐久住宅の有効性を知る 
03)無料登録で情報収集開始 
04)ハウジングライフ（住生活）プランナー（HLP）による事前相談が無料 
（地元宅建事業社より賃貸・売買のアドバイスが受けられる） 
（建築事業社よりリフォーム・耐震改修等のアドバイスが受けられる） 
05)HLPのいる宅建事業者を通して賃料査定が無料で受けられる 
06)無料で受けた賃料査定書には空室時にお支払する最低保証賃料が記載 
（この時点で辞退しても費用はかかっていない） 
07)査定賃料等は少なくとも 3年に 1回以上見直しがある 
08)お金を生まないと思っていた自宅が安定した収入源になる事を知る 
09)制度利用申込時に 17.850円の事務手数料が必要 
（上記事務手数料は制度利用を辞退した場合でも返金されない） 
10)申込後に受診する劣化・耐震診断等の費用は所有者が負担 
11)取得した診断結果や改修見積（耐震改修）の金額を見てから最終判断 
（HLPと JTIスタッフがアドバイスをしながら進めることができる） 
12)賃貸する為の最低限のリフォーム工事・クリーニングは所有者負担 
13)耐震改修工事も所有者負担 
17)改修工事費は賃貸することで回収可能 
14)物件に近い宅建事業者による募集なので安心 
15)売却と同時利用可能 
（トラブル防止の為同一事業者を推奨） 
16)一般賃貸との並行募集は不可 
18)賃貸業における細かい作業は JTIと地元の宅建事業者が代行 
19)賃貸業なので所有者負担の修繕費等が発生する場合がある 
20)JTIとの契約は終身型なので安心 
21)一人目の入居者が決まらないと機構からの賃料支払いが始まらない 
21)入居者とは 3年の定期借家契約なので契約の切れ目で所有者が利用方法を決定 
（所有者からの解約申し入れが可能・自宅へ戻る事も可能） 
22)3年の定期借家契約の為募集賃料は一般的な賃料相場より若干低目になる 
23)入居希望者は JTIによる審査を実施 



24)入居中の賃料の 85％が所有者へ支払われる 
（空室時は最低保証賃料が支払われるが賃料固定ではない事に注意） 
25)入居中の賃料から 15％が諸経費として引かれてしまう 
（10％は空室補填用の積立て、5％は物件管理費として宅建事業者へ支払われる） 
26)敷金・礼金は取得しない 
27)退室時のトラブル防止の為入居者によるクリーニング費用の積立制度がある 
28)退去時精算は国土交通省のガイドラインを基準とする 
29)一人目の入居者が決まれば退去後の空室時も賃料（最低保証賃料）が支払われる 
30)最低保証賃料は査定賃料の低い方の 85％と高い比率である 
31)死亡時には相続人の意向によって借上げ継続が可能 
32)相続発生時に有効な契約が締結されている場合残存期間は継続しなければならない 
33)喜ばれる相続財産の形成 
32)賃料を引き当てとした無担保ローン等有利な融資を受けられる 
（将来の賃料を収入合算） 
 

 

■入居者のメリット・デメリット■ 
 
01)良質な住宅を相場より安い金額で賃借可能 
（通勤・通学・子育てしやすい広い家が低目の家賃で借りられる） 
02)3年の定期借家契約の為、3年後に再契約できない場合がある 
03)保証人不要システムが利用できる 
04)保証人を立てての入居契約はできない 
05)保証人不要システムの利用料（賃料の 50％及び更新料 1万円／年）が必要 
06)退去時のクリーニング費用を 3年間で積立てできる 
07)クリーニングパック積立費用が必要 
（床面積×1.000円／㎡＋エアコン 10.000円／１台が目安） 
08)敷金礼金が無いので初期費用が安い 
09)1戸建物件は多くの場合駐車場利用料を別途に支払う必要がない 
10)所有者と JTIの承諾があれば物件の内装や設備を自費で改修できる 
11)上記の改修工事を行った場合買取請求権は放棄しなければならない 
12)3年後優先して再契約できる 
13)退去時精算は国交省のガイドラインを基準とする 
 
 
■宅建事業者のメリット・デメリット■ 
 
01)協賛金（12万円／年）の支出 
02)ハウジングライフ（住生活）プランナー（HLP）資格の取得 



03)協賛すると今なら 2名分の HLP取得権が付いてくる 
04)新たなメニューとして顧客へアピール 
05)同業他社との差別化 
06)地域内の空家とその予備軍が新たなターゲットへ 
07)自社のみではなく JTIや地方自治体との協働の可能性あり 
08)地元の金融機関や建築事業社や高齢者向け住宅の運営事業者とのコラボが可能 
09)見込み客の引き合いの増加 
10)顧客囲い込みメニューの増加 
11)自社のリスクを回避した借上げプランの策定 
12)売却依頼を受けるも長期間成約できていない物件を賃貸化し CSアップへ寄与 
13)カウンセリング等に費やす時間の増加 
14)使い慣れない書類の増加 
15)報告連絡先の増加 
16)契約時の手数料（再契約時）を１ヶ月分入居者から取得 
17)入居中賃料の５％を管理費として機構から取得 
18)リフォーム工事の受注 
19)耐震診断と耐震改修工事の受注（受注可能な事業社の場合） 
20)火災保険の斡旋 
 

 

■リフォーム事業者のメリット・デメリット■ 
 
01)協賛金として 12万円／年が必要 
02)HLP資格の取得が必要 
03)協賛すると今なら 2名分の HLP取得権が付与 
04)建物診断（劣化・耐震）の受注 
05)診断のみで工事の受注が無い場合がある 
06)上記診断に伴う大規模改修工事の受注 
07)貸す為の室内改修工事の受注 
08)引き合いルートの拡大（JTI・自治体等経由） 
09)自治体との協働事業の実現（相談会・セミナー等） 
20)顧客対応時間の増大 
 

 

■地方自治体のメリット・デメリット■ 
 
01)住民サービスの増強の為の施策として 
02)空き家の撲滅に向けた施策として 
03)人口の増加に向けた施策として 



04)地域の活性化に向けた施策として 
05)人口の流入による税収の増加に向けた施策として 
06)防犯対策、資産価値保全の為の施策として 
07)地域介護の実施に向けた施策として 
08)ハウジングライフ（住生活）プランナーと同等の講習の受講が必要 
09)テキスト購入費 20.500円／１部課 
10)受付、カウンセリング等の人員が必要 
11)継続的な PR費用の捻出（広報誌や回覧板） 
 



【資料 2】 

平成 25 年 10 月 15 日 

 

移住・住みかえ支援機構 制度概要について 

 

2006 年 10 月 ・マイホーム借上げ制度開始 

2007 年 10 月 ・マイホーム借上げ制度全国展開 

2008 年 4 月   ・移住・住みかえ支援適合住宅制度開始 

         ・移住・住みかえ支援適合住宅建築支援のための借上げ特例 

（従前の建物の借上げについて年齢要件を撤廃） 

・定期借地建物の借上げ特例 

（定期借地上の建物について年齢要件を撤廃し借上げが可能） 

・賃貸併用住宅の借上げ特例 

（賃貸部分の面積が全体の 50％以下である場合に限り JTI が借上げる） 

2009 年    ・高齢者事業者向け協賛制度の開始 

2010 年    ・再起支援借上げ制度の開始 

2011 年    ・移住・住みかえ支援既存適合住宅制度の開始 

         ・家賃返済特約付フラット 35 の導入 

2013 年    ・マイホーム借上げ制度家賃定額保証制度開始 

  2013 年 9 月    ・常陽リバースモーゲージローン取り扱い開始 



【資料 3】 

平成 25 年 10 月 1 日 

 

マイホーム借上げ制度導入における課題と解決策について 

 

◎告知力 
民間企業からの告知には限界があるが地方自治体による告知は効果大 
◎移住・住みかえ希望者へのアドバイス 
移住・住みかえアドバイザー等の必要性あり 
◎民業圧迫 
物件に近い宅建事業社による査定・募集・管理を条件 
◎所有者による賃貸業への不安 
終身借上げによる事業主の負担軽減 
空室保障により空室リスクの解消 
３年の定期借家転貸契約による利用権の確保 
国の基金による機構破綻リスクの解消 
◎相談相手について 
JTI職員や機構協賛社員や協賛事業社によるサポート 
ハウジングライフ（住生活）プランナーによるカウンセリング 
地元の宅建事業者によるカウンセリングと賃料査定 
◎診断と見積 
全棟対象に劣化診断を実施し見積取得 
旧耐震（1981/5/31以前）物件に対する耐震診断と改修計画と見積取得 
◎金融支援 
スルガ銀行・常陽銀行・金融支援機構等によるサポート 
全国対応のより強力な金融サポートの創設 
◎入居者募集・物件管理 
地元の宅建事業社による募集・案内・管理・退室立会 
JTIによる入居審査 
入居者によるクリーニング費用の積立システム 
入居者負担による修繕（買取請求権の放棄） 
退去時精算は国土交通省のガイドラインを基準 
保証人不要システムによる滞納・裁判・夜逃げ等への対応 
◎相続 
喜ばれる相続財産の創造 
税負担の軽減 
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【資料4】 

平成25年10月1日現在 

 

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（JTI）について 

 

■ 登記： 

平成１８年 ４月１３日 有限責任中間法人 

平成２０年１２月 １日 一般社団法人に移行 

 

■ 所在地：東京都千代田区平河町1-7-20平河町辻田ビル５Ｆ 

■ 基金：４，５００万円 

 

■ 目的 

移住・住みかえ希望者の持ち家の賃借、転貸 

関連する金融商品の開発、提供 

移住・住みかえ希望者に対する情報提供、カウンセリング 

調査、広報、普及等 

 

■ 体制（人数） 

理   事 (3)：大垣 尚司 立命館大学大学院法学研究科教授（代表理事・報酬受取留保） 

園田真理子 明治大学理工学部建築学科教授（非常勤・報酬辞退） 

社本 孝夫 ㈱日本建築住宅センター代表取締役（非常勤・報酬辞退） 

常 勤 職 員(8)： 

非常勤職員 (1)：左記の他に補助事業関係で顧問契約をしている者(1) 

企業出向者(13)：協賛社員（企業）からの出向者（給料等は派遣元負担） 

 

■ 事業年度：10月１日～9月30日 

 

■ 協賛社員等：（※：協賛事業者代表社員、職員派遣or協賛金150万円／年）［H25.7.1現在］ 

○ ハウスメーカー及びその他大手企業（14社） 

㈱アパマンショップホールディングス、京王グループ、住友林業グループ、セキスイハイムグ

ループ、 積水ハウスグループ、大和ハウスグループ、パナホームグループ、ポラスグループ、

ミサワホームグループ、京阪グループ、昭和住宅㈱、㈱パナソニックエコソリューションズ社、

広島建設㈱、㈱北洲 

○ 不動産業者及びその他中小企業（10社＋3団体( )内はH25.7時点の協賛事業者数） 

三栄ハウス㈱、㈱スペース、㈲バリュー・クリエーション、フリージアハウス㈱、㈱エヌ・シ

ー・エヌ、(一社)ＪＢＮ、ＨＬＰセンター、㈱エス・エム・エス、ヤマト東京建設㈱、ヒデイ

建設、(一社)全国賃貸不動産管理業協会他(119社)※、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(17

社)※ 、(一社)全国住宅産業地域活性化協議会 

＊ 昨年度までは賃管協会員を要件としていたが、現在は宅地建物取引業協会会員（全宅連と連携）であ

れば受付けているほか、個別の問い合わせにも対応。 

○ 金融機関等（8社） 
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スルガ銀行㈱、第一生命保険㈱、日本住宅ローン㈱、㈱三井住友銀行、ＳＢＩモーゲージ㈱、

日本モーゲージサービス㈱、オリックス㈱、㈱優良住宅ローン、㈱常陽銀行 

■ 事業内容： 

○ マイホーム借上げ制度（住み替え支援事業：平成18年10月～） 

高齢者等の所有する住宅を借り上げて、子育て世帯等に定期借家で転貸し、転貸賃料の85％

を住宅所有者に借上げ賃料として支払い、10％を空き家準備金として積立て。 

転貸借契約（媒介）及び住宅の管理（委託）は協賛事業者である宅地建物取引業者が行う。 

平成25年9月30日時点 実績：転貸借契約成立 414件 

進捗状況 該当件数 

照会件数 14,448件  

 登録件数 4,932件  

  制度利用申込件数 617件  

   耐震診断・補修完了件数 530件  

    入居者募集開始件数 484件  

    入居者決定件数 433件 

○ ハウジングライフプランナー（ＨＬＰ）養成研修 

マイホーム借り上げ制度の利用希望者に対する説明員を養成するための講習・終了考査を実

施し、修了者を登録（３年の更新制、ＨＬＰセンター（㈱ペルセウス）が募集等の実務を実施）。

なお、協賛事業者は協賛金で２名までＨＬＰの資格取得が可能。 

協賛社員以外の個人向け資格であるＨＬＰパーソナルも展開（講習料 39,900 円（受験料含

む）、受験料8,400円、登録・更新費1,800円、教育費7,200円／年） 

ＨＬＰ登録者数：5,987名（平成25年7月1日時点） 

○ 移住・住みかえ支援適合住宅制度（平成20年4月～） 

長期優良住宅等の一定の質を有し、適切な維持管理がなされる住宅を、将来、マイホーム借

り上げ制度を利用する際に建物診断の省略又は簡略化が可能な住宅として認定（認定手数料 1

万円／件）。 
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平成24年3月末時点 実績：10,115件 

平成25年9月30日時点 実績：18,019件 
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